
オスロのホテル

アイスランドからの帰途、友人のUnni(LA6RHA) 宅でオスロの初夏を楽しみま

した。彼女がぜひノルウエーとスエーデンの国境にあるモロクリアンに行こう

と薦めてくれました。オスロから車で 2時間余りのドライブ後、モロクリアン

に到着しました。国境にはピースモニュメントが建っており、その真ん中が両

国の境界線です。大勢の観光客がバスで訪れ、観光名所としても有名な所でし

た。境界線のすぐ傍、ノルウエー寄りの建物には、立派なアンテナが建ってい

ました。なんとそこにはノルウエーとスエーデンが共同で管理する特別のアマ

チュア局が設けられていました。その特別のコールサイン LG5LG/SJ9WLでの

運用ができ、多くの日本の局とも交信できました。

オスロでは、Unni の友人が国会の警備担当のボスをしている関係で、国会議

事堂を案内してもらいました。日本の天皇陛下も訪れたというお部屋など国会

の中をゆっくり見ることができ、議事堂内の食堂で議事堂のマークが入った器

でコーヒーやフルーツをいただき、とても良い思い出になりました。素敵なボ

スに見送られちょっと国会議員になったような気持ちでした。

オスロ市内は夏を待ちわびた人々で賑わっていました。多くのレストランでは

ビールや飲み物を片手にあちこちでおしゃべりの輪ができ、いかにも夏を待っ

ていたのだなあと感じました。オスロ湾を 3時間程ボートで楽しみいろいろな

ヨットやモーターボート、点在するサマーハウスなどを見ることができ、北欧

の人々の夏のバカンスはとてものんびりと優雅だなあと思いました。

オスロでの経験で忘れられないのは、ある消防署を訪ねて大きな消防車に乗せ

てもらったことです。勿論初めての経験だったのでとても印象に残りました。

消防関係も世界的なネットワークがしっかりできていることを、今回初めて知

りました。保育所の２階にあるクラブ局を訪問しました。場所は少し町中から

離れていて８エレのアンテナがそびえていました。ここから LA/JR3MVF でオ

ン・エアーしました。

オスロでの最後の思い出は、友人達と山の上にある有名なジャンプ台の近くの

ホテルで眼下にオスロ市内を眺めながらワインを片手にいつまでも明るい北欧

の夜を楽しみました。

オスロ＆モロクリアン    
JR3MVF  三好京子

議事堂の食堂にて

消防車

LAから運用中の JR3MVF

国境をまたいでいます

マーク入りの器

LG5LG / SJ9WL のシャックとアンテナ

LG5LG.SJ9WL のシャックの入口のサイン
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教育用無線局運用についての
インフォメーション

教育のための無線運用に付いての主な目的
アマチュア無線の運用テクニックは、それの教育用書籍によるだけでは不
十分で、第一段階を実際に指導者の助言によって実務経験を得ることが効
果的である。教育用無線運用の初期目的は、臆することの無い無線運用テ
クニックを習得することにある。それと同時に、アマチュア無線受験準備
の基礎的実務経験の習得にある。

教育用無線局のコールサイン
既に、アマチュア無線局でクラス Aと Eで取得しているアマチュア無線
家は、所轄の RegTP（日本の総務省地方総合通信局に相当、訳者注）に、
該当する教育用無線局のコールサインを申請することが出来る。この目的
の枠内に於いて交付されたコールサインをもってニューカマー或いはアマ
チュア無線に興味を持っている人達を指導することが出来る。教育用無線
局コールサインの交付手数料は、70ユーロで、2005 年 2月 19日発令の
アマチュア無線法（AfuV）の発効後は無期限有効である。それ以前に交付
された教育用無線局のコールサインに付いては、書式なしの申請により有
効期間を無期限として再交付する。同様に、教育用無線局のコールサイン
で、2005 年 2月 19 日以降に期限付きで交付されたものが無効になった
ものに付いては、2005 年 6月 31日までに無料での再交付申請が出来る。
教育用無線局のコールサインでクラス Aの局にはコールサインブロック
DN1AA-DN6ZZZ を、クラス Eに付いてはコールサインブロック DN7AA-
DN8ZZZ を用意している。

実務教育の内容
ここで主眼としていることは運用のテクニック：
・ 無線局の呼び出し方
・ QSO の仕方や処理の方法
・ バンドプランの認識、運用モードとその性質
・ レピータやデジピータの利用方法
・ 無線機の調整と利用モードのコントロール、例えば、FMに付いてはデ
ビエーション、SSB に付いては過変調、パケット通信に付いてはパラメー
タの調整など。
・ EMVU（電磁界障害防止条例のこと、訳者注）に基づく送信電力の厳守
・ アンテナチューナ或いはパイマッチ回路を使用した時のアンテナ整合
・ 周波数と時間帯、或いは季節や気候による電波伝搬の状態変化について
の実験的体験

2005 年 2月 15 日に発令されたアマチュア無線法の抜粋
第 12条  教育用無線局の運用
１ この教育用無線局の運用は、アマチュア無線に関する一般知識を習得
して受験に備えることに供する。教育用無線局の運用にあたっては、
無線免許保持者がアマチュア無線法第 3条第 2項の 2に従って事前に
教育用無線局のコールサインを取得しなければならない。教育用無線
局のコールサインは申請することによって交付される。それの交付に
当たっては、教育用無線局の運用領域に付いて指定される。

２ 教育用無線局の運用にあたって、無線局の許可を保持していない者が
アマチュア無線局を運用する場合いは、教育者の立会いと監督の下に
教育用無線局コールサインを使用してアマチュア無線局を運用するこ
とが出来る。

３ 実習中の運用に当たって受講者が運用する場合は、教育用無線局コー
ルサインを使用すること。

４ 教育用無線局の運用に当たって、受講者は無線運用に必要な事項を紙
面に記載して教育者の確認を得なければならない。それらの書類は少
なくとも 1年間保存すること。

( 無線ログの記載と保管の義務、訳者注 )
この情報は知り得る限りを収集して纏めたもので、DARC のメンバーに供
することを目的としています。

我々にも参考になるドイツDARC メンバーに対する一般情報を壱岐さんに翻訳してもら

いましたので、お知らせします。　　　　　　　　　　    　      　　JA3UB  三好二郎

セピア色に変色しかかったこの古い写真は 1968 年、今から 37年

も前の写真である。仕事で香港に駐在中、このクラブ局 VS6AJ か

ら QRVさせて頂いた。日本人の海外運用はまだ珍しい時代であっ

た。この頃の香港は英国の植民地であり、英国と日本との間に相

互運用協定がないとの理由で日本人には免許が与えられなく、ク

ラブ局か個人局のゲストオペ以外に QRV するすべはなかった。

2 年間の香港駐在中、週末には VS6BE, VS6BS, VS6CO, VS6DO, 

VS6EK などを訪ね、これらの個人局からゲストオペをさせて頂き、

多くの JA局とのQSOを楽しんだ。

一枚の写真から
JA3AER   荒川 泰蔵 

VS6AJの巻
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